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－ 1－

議第 １号

令和８年度大分市一般会計予算

　令和８年度大分市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 223,255,000 千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（継続費）
第２条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1項の規定による継続費の総額及
び年割額は、「第２表継続費」による。

　（債務負担行為）
第３条　地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期
間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。

　（地方債）
第４条　地方自治法第 230 条第 1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。

　（一時借入金）
第５条　地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
20,000,000 千円と定める。

　（歳出予算の流用）
第６条　地方自治法第 220 条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流
用することができる場合は、次のとおりと定める。
⑴　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお
ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也
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款 項 金 額
（単位：千円）

891,270

3,346,840

55,062,604

20,255,475

329,795

1,222,000

4,049,554

1

5,670,040

11,617,100

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

市 債

1
2

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2

1

1
2

1

1
2
3
4

1

分 担 金
負 担 金

使 用 料
手 数 料

国庫負担金
国庫補助金
委 託 金

県負担金
県補助金
委 託 金

財産運用収入
財産売払収入

寄 附 金

基金繰入金
他会計繰入金

繰 越 金

延滞金、加算金及び過料
市預金利子
貸付金元利収入
雑 入

市 債

559,413
331,857

2,579,136
767,704

43,247,744
11,649,405
165,455

14,064,929
5,269,652
920,894

263,074
66,721

1,222,000

3,884,626
164,928

1

20,002
4,500

3,809,192
1,836,346

11,617,100

歳 入 合 計 223,255,000
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（単位：千円）

第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

88,128,321

1,859,000

146,000

276,000

375,000

1,121,000

14,618,000

79,000

10,000

18,000

745,000

13,370,000

65,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

市 税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

国有提供施設等所在市町村助成

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

交付金

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

市 民 税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
入 湯 税
事業所税
都市計画税
旧法による税

地方揮発油譲与税
自動車重量譲与税
特別とん譲与税
森林環境譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

国有提供施設等所在市町村助成

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

35,039,578
39,354,203
1,595,276
3,651,729
63,713

3,228,868
5,171,476
23,478

249,000
1,000,000
490,000
120,000

146,000

276,000

375,000

1,121,000

14,618,000

79,000

10,000

18,000

745,000

13,370,000

65,000

交付金

─2─

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算
（単位：千円）
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款 項 金 額

（単位：千円）

9

10

11

12

13

消 防 費

教 育 費

災害復旧費

公 債 費

予 備 費

6,134,892

18,699,928

10,000

19,621,330

150,000

1

1
2
3
4
5
6

1

1

1

消 防 費

教育総務費
小学校費
中学校費
幼稚園費
社会教育費
保健体育費

農林水産施設災害復旧費

公 債 費

予 備 費

6,134,892

4,748,186
2,626,761
1,358,211
548,092
4,548,336
4,870,342

10,000

19,621,330

150,000

歳 出 合 計 223,255,000

─5─

（単位：千円）

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

8

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農林水産業費

商 工 費

土 木 費

923,464

20,123,135

105,613,056

18,135,713

611,640

2,558,679

6,665,297

24,007,866

1

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

1

1
2
3

1

1
2
3
4
5
6

議 会 費

総務管理費
徴 税 費
戸籍住民基本台帳費
選 挙 費
統計調査費
監査委員費

社会福祉費
障がい者福祉費
老人福祉費
児童福祉費
生活保護費
災害救助費
国民年金費

保健衛生費
保健所費
清 掃 費
上水道費

労働諸費

農 業 費
林 業 費
水産業費

商 工 費

土木管理費
道路橋梁費
河 川 費
都市計画費
下水道費
住 宅 費

923,464

15,943,473
2,073,519
1,719,704
178,204
83,414
124,821

5,289,316
25,527,068
18,852,879
39,222,061
16,602,138
26,534
93,060

4,197,658
5,176,393
7,600,679
1,160,983

611,640

1,663,398
570,878
324,403

6,665,297

692,879
5,976,345
1,221,280
11,264,257
3,337,974
1,515,131

─4─

２　歳　出 （単位：千円）
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(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1007) 大在東グラウンド芝生維持管理業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         26,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1011) 「市報おおいた」企画製作費（令和9年度分）  令和  8 年度        175,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1012) テレビ広報番組「いいやん！大分」広告料（令和9年度分）  令和  8 年度         36,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1015) 地域イントラネット関連機器リース料  令和  9 年度          5,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1016) 豊の国ハイパーネット接続用機器リース料  令和  8 年度        156,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1022) 公共施設廃棄物処理業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         47,200

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1023) 城址公園臨時駐車場管理業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          5,200

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1024) 鶴崎市民行政センター維持管理業務委託料  令和  8 年度        483,900

     から

 令和 11 年度

     まで

 

(1025) 稙田市民行政センター維持管理業務委託料  令和  8 年度        490,800

     から

 令和 11 年度

     まで

 

(1029) 軽自動車税納税通知書作製等業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         15,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

第 ３ 表　　債務負担行為

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－7－

（単位：千円）
第 ２ 表　 継続費

(単位：千円)

事　業　名 総　　額 年　　度 年　割　額

令 和 8 年 度 840,000

令 和 9 年 度 223,020

令 和 10 年 度 255,150

令 和 11 年 度 781,830

街路事業（松原国宗線（皆春
工区））

2,100,000

款 項

8 土 木 費 4 都 市 計 画 費

- 6 -

（単位：千円）

第 ２ 表 継続費 第 ３ 表 債務負担行為
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(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1057) 身体障害者手帳カード発行機器等メンテナンスリース料  令和  9 年度          5,400

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1059) 救急医療業務事故に対する損失補償（令和8年度分）  令和  8 年度 救急医療業務事故

 に対する損失額

 

 

 

(1061) 市営納骨堂管理業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         11,400

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1063) 健康増進法及び法定外にかかる健康診査業務等事故に対する損失補  令和  8 年度 健康増進法及び法

償（令和8年度分）  定外にかかる健康

 診査業務等事故に

 対する損失額

 

(1066) 予防接種事故に対する損失補償（令和8年度分）  令和  8 年度 予防接種事故に対

 する損失額

 

 

 

(1073) 医療的ケア児保育業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         21,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1074) 医療的ケア児幼児教育業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          2,500

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1080) 大分エコライフプラザ企画運営業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          6,400

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1083) 大気常時監視測定機器保守点検業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         30,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1086) 新環境センター上尾トンネル北交差点改良事業  令和  9 年度         54,000

 

 

 

 

　　　　　

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－9－

（単位：千円）(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1030) 軽自動車税オンライン入力業務委託料  令和  9 年度         10,900

     から

 令和 10 年度

     まで

 

(1033) 市民税・県民税納税通知書作製等業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         13,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1034) 市民税・県民税特別徴収税額通知書作製等業務委託料（令和9年度  令和  8 年度         16,000

分）      から

 令和  9 年度

     まで

 

(1037) 固定資産税・都市計画税納税通知書作製等業務委託料（令和9年度  令和  8 年度         18,000

分）      から

 令和  9 年度

     まで

 

(1040) 督促状及び催告書作製等業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         19,200

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1046) 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器リース料  令和  9 年度         68,400

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1047) マイナンバーカードコールセンター業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         23,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1048) マイナンバーカード交付等予約システム導入業務委託料（令和9年  令和  8 年度          6,000

度分）      から

 令和  9 年度

     まで

 

(1049) マイナンバーカード手続き案内サポート業務委託料（令和9年度分)  令和  9 年度         26,000

 

 

 

 

(1055) 地域包括支援センター運営業務委託料  令和  8 年度      2,190,000

     から

 令和 11 年度

     まで

 

事　　　　　　　　　　　　　項

－8－

 　

　　　　　

（単位：千円）



－ 10 － － 11 －

(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1104) 犬猫等の死体収集運搬業務委託料  令和  8 年度        131,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1105) し尿収集車両購入費（令和9年度分）  令和  8 年度         10,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1106) 資源ごみ収集運搬業務委託料  令和  8 年度      4,985,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1107) ごみ収集車両購入費（令和9年度分）  令和  8 年度         22,200

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1111) ふるさと大分市応援寄付金取扱業務委託料  令和  8 年度      1,272,000

     から

 令和 11 年度

     まで

 

(1114) 企業立地促進助成金（令和8年度分）  令和  9 年度        104,000

 

 

 

 

(1115) 若手起業家育成事業委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         39,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1118) おさる館等合併浄化槽維持管理業務委託料(令和9年度分)  令和  8 年度          6,100

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1119) 高崎山電気柵保安管理業務委託料(令和9年度分)  令和  8 年度         13,700

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1122) 大分市農業経営負担軽減支援資金利子補給費等補助金（令和8年度  令和  8 年度 大分市農業経営負

貸付分）      から 担軽減支援資金貸

 令和 13 年度 付による利子補給

     まで 額

 

事　　　　　　　　　　　　　項

－11－

 　

　　　　　

（単位：千円）(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1087) 新環境センター塵芥車等リース料  令和  8 年度         41,000

     から

 令和 14 年度

     まで

 

(1088) 新環境センターショベルローダー購入費（令和9年度分）  令和  8 年度         22,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1089) 新環境センター灰資源化業務委託料  令和  8 年度      2,625,000

     から

 令和 11 年度

     まで

 

(1090) 新環境センターマテリアルリサイクル推進施設維持管理事業  令和  8 年度        935,000

     から

 令和 12 年度

     まで

 

(1093) 剪定枝等リサイクル事業に伴う現場作業・運搬業務委託料（令和9  令和  8 年度         48,000

年度分）      から

 令和  9 年度

     まで

 

(1094) 大洲園処理場外自家用電気工作物保安管理業務委託料（令和9年度  令和  8 年度          1,000

分）      から

 令和  9 年度

     まで

 

(1095) 大洲園処理場脱水汚泥運搬業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         15,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1101) 可燃物・不燃物収集運搬業務委託料  令和  8 年度      7,800,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1102) 佐賀関地区一般廃棄物収集運搬業務委託料  令和  8 年度        905,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1103) 野津原地区一般廃棄物収集運搬業務委託料  令和  8 年度        420,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

　　　　　

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－10－

（単位：千円）



－ 12 － － 13 －

(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1145) 廻栖野地区浸水対策事業  令和  9 年度         15,000

 

 

 

 

(1146) 今堤川改良事業  令和  9 年度         30,000

 

 

 

 

(1147) 鴨園川改良事業  令和  9 年度         30,000

 

 

 

 

(1148) 片野川改良事業  令和  9 年度         20,000

 

 

 

 

(1149) 常行地区災害対策ポンプ長寿命化事業  令和  9 年度         21,000

 

 

 

 

(1152) 佐賀関復興住宅建設事業  令和  9 年度        910,000

 

 

 

 

(1158) 祝祭の広場大型ＬＥＤビジョン等運用業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          9,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1161) 大分市交通結節機能施設等管理業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         13,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1162) 路線バス代替交通運行業務等委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         65,500

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1163) 生活交通確保維持事業費補助金（令和9年度分）  令和  8 年度          8,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

　　　　　

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－13－

（単位：千円）(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1123) 大分市特定災害対策緊急資金利子補給費等補助金（令和8年度貸付  令和  8 年度 大分市特定災害対

分）      から 策緊急資金貸付に

 令和 14 年度 よる利子補給額

     まで

 

(1124) 大分市農業振興資金信用保証料等補助金（令和8年度貸付分）  令和  8 年度 大分市農業振興資

     から 金借入に係る保証

 令和 14 年度 料に対する補助額

     まで

 

(1128) 漁業近代化資金利子補給費補助金（令和8年度貸付分）  令和  8 年度 漁業近代化資金貸

     から 付による利子補給

 令和 28 年度 額

     まで

 

(1131) 土木計画・企画立案業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          2,500

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1134) 道路新設改良事業  令和  8 年度         70,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1135) 道路舗装事業  令和  8 年度        250,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1139) 道路パトロール等業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         25,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1140) 市道中央通り線外清掃業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         26,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1143) 佐賀関馬場地区浸水対策事業  令和  9 年度         10,000

 

 

 

 

(1144) 宮尾川改良事業  令和  9 年度         20,000

 

 

 

 

 　

事　　　　　　　　　　　　　項
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（単位：千円）



－ 14 － － 15 －

(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1187) 返還免除型奨学資金貸付金（令和9年度入学者分）  令和  9 年度         63,000

     から

 令和 14 年度

     まで

 

(1188) 心の健康観察システム導入業務委託料  令和  8 年度         10,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1195) 小学校給食調理場調理等業務委託料  令和  9 年度        186,700

     から

 令和 11 年度

     まで

 

(1196) 学校給食管理システムメンテナンスリース料  令和  8 年度         17,800

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1197) 学校給食用食材購入費（令和9年度分）  令和  8 年度        214,500

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1200) のつはる少年自然の家可燃ごみ収集運搬業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度            400

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1201) 市民図書館図書購入費（令和9年度分）  令和  8 年度         44,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1202) 市民図書館予約図書等配送業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          9,300

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1205) パソコン及び光波測量機等機器借上料  令和  8 年度         13,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

(1210) 寝具借上料（令和9年度分）  令和  8 年度          3,300

     から

 令和  9 年度

     まで

 

　　　　　

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－15－

（単位：千円）(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1164) 大分きゃんバス運行業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         19,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1165) 大分駅周辺駐輪場警備等業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         14,600

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1166) 自転車等整理等業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         63,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1167) ふれあい交通運行業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         26,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1168) グリーンスローモビリティ運行業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         26,500

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1172) 街路事業（猪野8号線）  令和  9 年度         94,000

 

 

 

 

(1175) 田ノ浦ビーチ浄化槽維持管理業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          5,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1181) 学校徴収金納付書作製等業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          4,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1182) 多言語翻訳機借上料  令和  8 年度          2,400

     から

 令和 11 年度

     まで

 

(1186) 未来自分創造資金（令和8年度採用分）  令和  9 年度         21,000

     から

 令和 13 年度

     まで

 

事　　　　　　　　　　　　　項
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（単位：千円）



－ 16 － － 17 －

第 4 表 地方債
（単位：千円）(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1211) 救助工作車Ⅲ型購入費  令和  8 年度        250,000

     から

 令和 10 年度

     まで

 

(1212) 水槽付き消防ポンプ自動車購入費  令和  8 年度        150,000

     から

 令和 10 年度

     まで

 

(1216) 公金等運搬警備業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          4,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1219) 「おおいた市議会だより」印刷製本費（令和9年度分）  令和  8 年度         31,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1222) 期日前投票警備業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          2,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1224) 選挙システム運用支援業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          8,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1225) ポスター掲示板設置及び撤去業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         85,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

(1226) 選挙人名簿抄本用連続伝票用紙印刷業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度          4,000

     から

 令和  9 年度

     まで

 

　　　　　

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－16－

（単位：千円）
第　４　表　 　地方債

（単位：千円）

限  度  額 利    率

総務事業 196,700

6.0％以内（ただし、利率
見直し方式で借り入れる
資金について、利率の見
直しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

社会体育事業 202,700 同　上

障がい者福祉事業 26,600 同　上

老人福祉事業 36,400 同　上

児童福祉事業 162,900 同　上

保健衛生事業 626,300 同　上

清掃事業 124,500 同　上

農業事業 141,200 同　上

林業事業 9,000 同　上

水産業事業 41,000 同　上

商工事業 8,900 同　上

道路橋梁事業 2,454,000 同　上

河川事業 775,800 同　上

都市計画事業 3,714,600 同　上

住宅事業 241,400 同　上

消防事業 591,800 同　上

教育総務事業 153,900 同　上

小学校事業 192,700 同　上

中学校事業 111,900 同　上

幼稚園事業 1,300 同　上

社会教育事業 1,365,400 同　上

保健体育事業 5,500 同　上

同　上 同　上

同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

起 債 の 目 的 起債の方法 償 還 の 方 法

普通貸借
(証書借入)

又は
証券発行

政府資金又は地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件により、銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
るものによる。
ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしくは低利
に借換えすることができる。

同　上

同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上 同　上

同　上

同　上

同　上 同　上

同　上

―17―



－ 18 － － 19 －

（単位：千円）（単位：千円）

限  度  額 利    率

過疎対策事業

総務事業 73,600

児童福祉事業 6,800

保健衛生事業 2,500

農業事業 10,600

林業事業 5,100

水産業事業 52,700

道路橋梁事業 106,500

河川事業 44,300

都市計画事業 23,600

消防事業 74,300

小学校事業 25,000

中学校事業 5,600

社会教育事業 2,000

同　上 同　上 同　上

起 債 の 目 的 起債の方法 償 還 の 方 法

―18―

議第 2号

令和８年度大分市国民健康保険特別会計予算

　令和８年度大分市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 47,855,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第 220 条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 20 － － 21 －

第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

6,652,229

1

2,501

37,111,426

3,679,928

358,757

50,158

1

2

3

4

5

6

7

国民健康保険税

一部負担金

使用料及び手数料

県支出金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

1

1

1

1

1

1

1
2
3

国民健康保険税

一部負担金

手 数 料

県補助金

他会計繰入金

繰 越 金

延滞金、加算金及び過料
市預金利子
雑 入

6,652,229

1

2,501

37,111,426

3,679,928

358,757

25,001
1

25,156

歳 入 合 計 47,855,000

─20─

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算
（単位：千円）

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1

2

3

4

5

総 務 費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

諸支出金

312,801

36,344,330

10,793,922

337,887

66,060

1
2

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2

1

総務管理費
運営協議会費

療養諸費
高額療養費
移 送 費
出産育児諸費
葬祭諸費
傷病手当諸費

医療給付費分
後期高齢者支援金等分
介護納付金分
子ども・子育て支援納付金分

特定健康診査等事業費
保健事業費

償還金及び還付加算金

312,195
606

31,028,002
5,200,884

500
104,044
10,800
100

7,594,308
2,313,710
677,474
208,430

238,662
99,225

66,060

歳 出 合 計 47,855,000

─21─

（単位：千円）２　歳　出



－ 22 － － 23 －

(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1001) 高齢者の医療の確保に関する法律及び法定外に係る特定健康診査、  令和  8 年度 特定健康診査、特

特定保健指導業務等事故に対する損失補償  定保健指導業務等

 事故に対する損失

 額

 

(1002) 特定健康診査受診券作製及び受診率向上に関する業務委託料（令和  令和  9 年度          7,700

8年度）  

 

 

 

(1003) 国民健康保険帳票作製・封入封緘等業務委託料（令和9年度分）  令和  8 年度         43,000

     から

 令和 10 年度

     まで

 

第 ２ 表　　債務負担行為

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－22－

第 ２ 表 債務負担行為
（単位：千円）

議第 ３号

令和８年度大分市財産区特別会計予算

　令和８年度大分市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 247,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 24 － － 25 －

第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

1

9,060

237,937

2

1

2

3

4

財産処分事業収入

財産収入

繰 越 金

諸 収 入

1

1

1

1
2

財産処分事業収入

財産運用収入

繰 越 金

市預金利子
雑 入

1

9,060

237,937

1
1

歳 入 合 計 247,000

─24─

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算
（単位：千円）

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1 財産処分事業費 247,000
1 財産処分事業費 247,000

歳 出 合 計 247,000

─25─

２　歳　出 （単位：千円）



－ 27 －

議第４号

令和８年度大分市土地取得特別会計予算

　令和８年度大分市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 471,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 28 － － 29 －

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1

2

土地取得費

諸支出金

470,998

2
1

1

土地取得費

基金繰出金

470,998

2

歳 出 合 計 471,000

─29─

２　歳　出 （単位：千円）

第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

470,218

782

1

2

繰 入 金

財産収入
1

1
2

基金繰入金

土地売払収入
基金利子

470,218

1
781

歳 入 合 計 471,000

─28─

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算
（単位：千円）



－ 31 －

議第 ５号

令和８年度大分市公設地方卸売市場事業特別会計予算

　令和８年度大分市の公設地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 365,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 32 － － 33 －

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1

2

公設地方卸売市場費

公 債 費

340,443

24,557
1

1

公設地方卸売市場管理費

公 債 費

340,443

24,557

歳 出 合 計 365,000

─33─

（単位：千円）２　歳　出
第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

253,222

91,778

20,000

1

2

3

使用料及び手数料

諸 収 入

繰 越 金

1
2

1

1

使 用 料
手 数 料

雑 入

繰 越 金

253,220
2

91,778

20,000

歳 入 合 計 365,000

─32─

（単位：千円）

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算



－ 34 － － 35 －

(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1001) 大分市公設地方卸売市場再整備に関するあり方検討業務委託料  令和  9 年度         20,000

 

 

 

 

第 ２ 表　　債務負担行為

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－34－

（単位：千円）

第 ２ 表 債務負担行為
議第 ６号

令和８年度大分市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

　令和８年度大分市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 77,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 36 － － 37 －

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 77,000
費 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 77,000

費

歳 出 合 計 77,000

─37─

２　歳　出 （単位：千円）

第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

8,631

25,566

42,803

1

2

3

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

1

1

1
2

他会計繰入金

繰 越 金

貸付金元利収入
雑 入

8,631

25,566

42,781
22

歳 入 合 計 77,000
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第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算
（単位：千円）



－ 39 －

議第 ７号

令和８年度大分市介護保険特別会計予算

　令和８年度大分市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 47,447,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 40 － － 41 －

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1

2

3

4

5

総 務 費

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

諸支出金

729,942

44,684,531

1,665,692

191,036

175,799

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

1

2
3
4

1

1
2

総務管理費
介護認定審査会費
趣旨普及費
計画策定委員会費

介護サービス等諸費
介護予防サービス等諸費
その他諸費
高額介護サービス等費
高額医療合算介護サービス等費
市町村特別給付費
特定入所者介護サービス等費

介護予防・生活支援サービス事

一般介護予防事業費
包括的支援事業・任意事業費
その他諸費

基金積立金

償還金及び還付加算金
繰 出 金

229,476
487,528
3,080
9,858

40,802,547
1,629,014
66,801

1,122,370
232,445
323,140
508,214

1,310,680

9,829
339,104
6,079

191,036

18,001
157,798

業費

歳 出 合 計 47,447,000
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２　歳　出 （単位：千円）

第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

10,845,990

8,067

500

10,987,843

12,349,057

6,231,780

3,760

7,018,518

1

1,484

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

保 険 料

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

1

1

1

1
2

1

1
2

1

1
2

1

1

介護保険料

負 担 金

手 数 料

国庫負担金
国庫補助金

支払基金交付金

県負担金
県補助金

財産運用収入

一般会計繰入金
基金繰入金

繰 越 金

雑 入

10,845,990

8,067

500

8,416,771
2,571,072

12,349,057

6,000,680
231,100

3,760

7,018,517
1

1

1,484

歳 入 合 計 47,447,000
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第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算
（単位：千円）



－ 43 －

議第 ８号

令和８年度大分市後期高齢者医療特別会計予算

　令和８年度大分市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,456,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 44 － － 45 －

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1

2

3

総 務 費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

52,842

10,392,070

11,088

1

1

1

総務管理費

後期高齢者医療広域連合納付金

償還金及び還付加算金

52,842

10,392,070

11,088

歳 出 合 計 10,456,000

─45─

２　歳　出 （単位：千円）

第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

8,484,623

400

1,934,361

25,000

11,616

1

2

3

4

5

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

1

1

1

1

1
2
3
4

後期高齢者医療保険料

手 数 料

一般会計繰入金

繰 越 金

延滞金、加算金及び過料
広域連合保険料償還金
市預金利子
雑 入

8,484,623

400

1,934,361

25,000

500
11,088

1
27

歳 入 合 計 10,456,000
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第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算
（単位：千円）



－ 46 － － 47 －

(単位：千円)

期　　間 限　 度　 額

(1001) 後期高齢者医療保険帳票作製・封入封緘等業務委託料（令和9年度  令和  8 年度         24,000

分）      から

 令和 10 年度

     まで

 

第 ２ 表　　債務負担行為

 　

事　　　　　　　　　　　　　項

－46－

第 ２ 表 債務負担行為
（単位：千円）

議第 ９号

令和８年度大分市横尾土地区画整理清算事業特別会計予算

　令和８年度大分市の横尾土地区画整理清算事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,000 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 48 － － 49 －

款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

1 清 算 費 1,000
1 清 算 費 1,000

歳 出 合 計 1,000

─49─

２　歳　出 （単位：千円）

第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額
（単位：千円）

998

2

1

2

清算徴収金

諸 収 入
1

1

清算徴収金

雑 入

998

2

歳 入 合 計 1,000
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第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算
（単位：千円）



－ 51 －

議第 10 号

令和８年度大分市水道事業会計予算

50,000 千 円第４項 予 備 費

第３項 返 還 金 17,000 千 円

第２項 企 業 債 償 還 金 1,679,786 千 円

千 円

第１項 建 設 改 良 費 6,062,214 千 円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 7,809,000

第５項 出 資 金 545,768 千 円

第４項 補 助 金 72,654 千 円

第３項 工 事 負 担 金 472,340 千 円

第２項 固定資産売却代金 238 千 円

第１項 企 業 債 3,055,000 千 円

収支調整額 518,603千円、過年度分損益勘定留保資金2,987,547千円で補てんするものと
する。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 4,146,000 千 円

　（資本的収入及び支出）

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し
不足する額 3,663,000千円は、減債積立金 156,850千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的

第４項 予 備 費 30,000 千 円

第３項 特 別 損 失 149 千 円

第２項 営 業 外 費 用 574,744 千 円

千 円

第１項 営 業 費 用 9,410,107 千 円

支 出

第１款 事 業 費 10,015,000

第３項 特 別 利 益 1 千 円

第２項 営 業 外 収 益 1,494,684 千 円

第１項 営 業 収 益 9,073,315 千 円

第１款 事 業 収 益 10,568,000 千 円

　（収益的収入及び支出）

第 ３ 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

(ニ) 営 業 施 設 費 153,290 千 円

(ホ) 固 定 資 産 購 入 費 51,607 千 円

(ロ) 公 共 配 水 施 設 費 218,000 千 円

(ハ) 単 独 配 水 施 設 費 5,110,747 千 円

(４) 建 設 改 良 費 の 内 訳

(イ) 浄 水 施 設 費 528,570 千 円

(３) 一 日 平 均 給 水 量 138,200 ㎥

　（業務の予定量）

第 ２ 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(１) 給 水 世 帯 234,400 世 帯

議 第 10 号

令和８年度大分市水道事業会計予算

　（総則）

第 １ 条 令和８年度大分市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(２) 年 間 給 水 量 50,463,000 ㎥

―51―



－ 52 － － 53 －

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

令 和 8 年 3 月 5 日 提 出

大 分 市 長 足 立 信 也

　（重要な資産の取得）

第 11 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　　　類 名　　　称

東部エリア配水池整備事業用地(大字城原）

数　　　量

13,000㎡土 地

　（たな卸資産購入限度額）

場合は、議会の議決を経なければならない。

(１) 職 員 給 与 費

(２) 交 際 費

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ９ 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、

千 円1,522,492

千 円58

若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する

第 ８ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(１) 営業費用及び営業外費用の間の流用

　（一時借入金）

第 ７ 条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

水 道 事 業

千円 　普通貸借（証書借
入）又は証券発行の
方法により借入する
ものとし、工事又は
財政の都合により起
債の全額又は一部を
翌年度に繰延べて借
入することができる
ものとする。

　6.0％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる資
金について、利率
の見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　政府資金又は地方公共団体金
融機構資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合にはその債権者と協定するも
のによる。ただし、企業財政の
都合により据置期間及び償還期
限を短縮し、又は繰上償還もし
くは低利に借換えすることがで
きる。

3,055,000

　（企業債）

第 ６ 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起　債　の　方　法 利　　率 償 還 の 方 法

―53―

配 水 管 漏 水 等 対 策 事 業 令和8年度から令和9年度まで

大 分 市 水 道 百 年 史 編 さ ん 等 業 務 委 託 料 令和8年度から令和9年度まで 13,000

令和8年度から令和9年度まで 180,000配 水 管 等 布 設 替 事 業

産 業 廃 棄 物 及 び 事 業 系 一 般
廃 棄 物 収 集 運 搬 等 業 務 委 託 料

令和8年度から令和9年度まで

水 道 料 金 等 関 連 総 合 業 務 委 託 料 令和8年度から令和14年度まで 2,813,000

古 国 府 浄 水 場 ろ 過 池 電 動 弁 更 新 工 事

10,000

令和9年度 80,000

高 崎 団 地 配 水 施 設 更 新 事 業 令和9年度から令和10年度まで 1,036,000

市 地 区 配 水 本 管 布 設 替 基 本 設 計 業 務 委 託 料 令和8年度から令和9年度まで 30,000

配 水 監 視 シ ス テ ム 更 新 事 業 令和9年度から令和11年度まで 1,402,000

イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ 用 ポ ス ト カ ラ ム
装 置 メ ン テ ナ ン ス リ ー ス 料

令和9年度から令和14年度まで 30,000

パ ー ジ ・ ト ラ ッ プ ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ
質 量 分 析 装 置 メ ン テ ナ ン ス リ ー ス 料

令和8年度から令和9年度まで

令和9年度から令和14年度まで 33,000

え の く ま 浄 水 場 原 水 UV 計 設 置 工 事

庄 の 原 第 1 配 水 池 ～ 三 芳 配 水 場
配 水 本 管 布 設 替 （ シ ー ル ド 工 区 ） 事 業

令和9年度から令和10年度まで 2,741,000

漏 水 調 査 業 務 委 託 料 令和8年度から令和9年度まで 17,000

給 水 管 等 漏 水 対 策 事 業 令和8年度から令和9年度まで

令和8年度から令和9年度まで 40,000

300,000

令和9年度から令和10年度まで 228,000

5,000

令和9年度から令和12年度まで

事 項 期 間 限 度 額

　（債務負担行為）

第 ５ 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

水 道 メ ー タ ー 取 替 業 務 委 託 料

漏 水 等 緊 急 対 応 待 機 業 務 委 託 料

115,000

企 業 会 計 シ ス テ ム 運 用 保 守 業 務 委 託 料

公 用 車 （ 小 型 貨 物 車 ） 購 入 費 令和8年度から令和9年度まで 6,000

公 用 車 メ ン テ ナ ン ス リ ー ス 料 令和8年度から令和14年度まで 12,000

千円

24,200
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令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也



－ 55 －

議第 11 号

令和８年度大分市公共下水道事業会計予算

4,001,648 千 円

第４項 補 助 金 4,382,923 千 円

第３項 工 事 負 担 金 201,058 千 円

に対し不足する額 4,325,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

1,795,880千円で補てんするものとする。）。

収 入

第

第２項 企 業 債 償 還 金 5,150,226 千 円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 18,250,000 千 円

第１項 建 設 改 良 費 13,004,774 千 円

第５項 出 資 金 367,667 千 円

第１項 企 業 債 8,907,500 千 円

第２項 固定資産売却代金 1 千 円

第３項 特 別 損 失 1 千 円

１款 資 本 的 収 入 13,925,000 千 円

671,864千円、過年度分損益勘定留保資金 1,857,256千円及び当年度分損益勘定留保資金

第４項 予 備 費 20,000 千 円

　（資本的収入及び支出）

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額

第１項 営 業 費 用 12,878,372 千 円

第２項 営 業 外 費 用 965,627 千 円

千 円

第２項 営 業 外 収 益 4,771,497 千 円

第１款 事 業 費 13,864,000 千 円

議 第 11 号

　（総則）

第 １ 条 令和８年度大分市公共下水道事業会計予算の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第 ２ 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

令和８年度大分市公共下水道事業会計予算

(１) 当 年 度 整 備 面 積 65.06 ha

(２) 年 度 末 整 備 済 面 積 6,316.25 ha

(ハ) 公 共 処 理 場 建 設 費 3,327,026 千 円

(３) 年 間 総 処 理 水 量 43,270 千㎥

(４) 建 設 改 良 費 の 内 訳

(イ) 公 共 管 渠 建 設 費 5,107,500 千 円

(ロ) 単 独 管 渠 建 設 費

(ニ) 単 独 処 理 場 建 設 費 561,928 千 円

(ホ) 営 業 施 設 費 2,310 千 円

　（収益的収入及び支出）

第 ３ 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 千 円

第３項 投 資 75,000 千 円

第４項 予 備 費 20,000 千 円

(ヘ) 固 定 資 産 購 入 費 4,362 千 円

事 業 収 益 14,511,000

第３項 特 別 利 益 1 千 円

支 出

第１項 営 業 収 益 9,739,502

第６項 基 金 65,851 千 円
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令和8年度から令和9年度まで

宮 崎 水 資 源 再 生 セ ン タ ー
包 括 維 持 管 理 外 業 務 委 託 料

1,100管 渠 閉 塞 等 緊 急 対 応 待 機 業 務 委 託 料

20,000

光 永 災 害 対 策 ポ ン プ 場
電 気 設 備 改 築 事 業

令和9年度 50,000

松 岡 水 資 源 再 生 セ ン タ ー
電 気 計 装 設 備 外 改 築 事 業

令和9年度から令和10年度まで 66,000

事 項 期 間 限 度 額

第 3 期 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト
計 画 策 定 業 務 委 託 料

令和9年度 40,000

雨 天 時 管 渠 侵 入 水 対 策
調 査 ・ 診 断 業 務 委 託 料

令和9年度 40,000

花 園 地 区 浸 水 対 策 事 業
実 施 設 計 等 業 務 委 託 料

令和9年度 100,000

災 害 対 策 ポ ン プ 施 設
維 持 管 理 業 務 委 託 料

令和8年度から令和9年度まで 45,000

引 取 団 地 汚 水 処 理 施 設
維 持 管 理 業 務 委 託 料

令和8年度から令和9年度まで 45,000

令和8年度から令和18年度まで 6,200,000

南 部 汚 水 中 継 ポ ン プ 場
除 塵 機 設 備 改 築 事 業

令和9年度から令和10年度まで 100,000

水 資 源 再 生 セ ン タ ー
包 括 維 持 管 理 業 務 委 託 料

千円

引 取 団 地 汚 水 処 理 施 設
汚 泥 運 搬 業 務 委 託 料

令和8年度から令和9年度まで 40,000

令和8年度から令和13年度まで 8,040,000

マ ン ホ ー ル 改 築 事 業 令和8年度から令和9年度まで
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水 洗 便 所 改 造 資 金
融資に係る利子補給額

600,000

令和9年度 202,000

水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 利 子 補 給 金
（ 令 和 8 年 度 融 資 に 係 る 利 子 分 ）

令和8年度から令和11年度まで

大 在 処 理 区 汚 水 雨 水 管 渠 整 備 事 業 令和9年度 109,000

下 水 汚 泥 燃 料 化 施 設 管 理 運 営 事 業 令和9年度から令和26年度まで 3,000,000

原 川 水 資 源 再 生 セ ン タ ー
用 水 設 備 外 改 築 事 業

令和9年度から令和10年度まで 770,000

事 項 期 間 限 度 額

公 共 下 水 道 接 続 促 進 助 成 金 令和8年度から令和9年度まで 13,000

第

東 部 処 理 区 汚 水 雨 水 管 渠 整 備 事 業 令和9年度 135,000

千円

10,000

事 業 計 画 変 更 業 務 及 び
都 市 計 画 事 業 認 可 変 更 業 務 委 託 料

令和8年度から令和9年度まで 50,000

令和9年度 159,000稙 田 処 理 区 汚 水 雨 水 管 渠 整 備 事 業

花 園 ・ 畑 中 地 区 雨 水 整 備 基 本 計 画
作 成 業 務 委 託 料

令和8年度から令和9年度まで 23,000

中 央 処 理 区 汚 水 雨 水 管 渠 整 備 事 業

令和8年度から令和14年度まで

三 佐 地 区 公 共 下 水 道 整 備 事 業 令和8年度から令和13年度まで 1,200,000

公 共 下 水 道 事 業 主 要 指 標
算 定 支 援 業 務 委 託 料

令和8年度から令和9年度まで 1,000

公 用 車 メ ン テ ナ ン ス リ ー ス 料

南 部 処 理 区 汚 水 雨 水 管 渠 整 備 事 業 令和9年度 172,000

管 渠 建 設 事 業 令和8年度から令和9年度まで 150,000

宮 崎 水 資 源 再 生 セ ン タ ー
中 央 監 視 設 備 改 築 事 業

令和9年度から令和10年度まで

ポ ン プ 場 遠 方 監 視 装 置 改 築 事 業 令和9年度から令和10年度まで 750,000

宮 崎 水 資 源 再 生 セ ン タ ー
反 応 タ ン ク 設 備 改 築 事 業

令和9年度から令和10年度まで 700,000

大 在 水 資 源 再 生 セ ン タ ー
水 処 理 設 備 改 築 事 業

令和9年度から令和10年度まで 520,000

　（債務負担行為）

５ 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
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場合は、議会の議決を経なければならない。

(１) 職 員 給 与 費 811,940 千円

(２) 交 際 費 42 千円

限 度 額

第 ９ 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、

営業費用及び営業外費用の間の流用

　（企業債）

第 ６ 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

令 和 8 年 3 月 5 日 提 出

大 分 市 長 足 立 信 也

千円

　（一時借入金）

第 ７ 条 一時借入金の限度額は、7,000,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 ８ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(１)

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する

公 共 下 水 道 事 業

資 本 費 平 準 化 債

計

7,907,500

1,000,000

8,907,500

起 債 の 目 的

　政府資金又は地方公共
団体金融機構資金につい
ては、その融資条件によ
り、銀行その他の場合に
はその債権者と協定する
ものによる。ただし、企
業財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしく
は低利に借換えすること
ができる。

　6.0％以内（ただ
し、利率見直し方式で
借り入れる資金につい
て、利率の見直しを
行った後においては、
当該見直し後の利率）

　普通貸借（証書借
入）又は証券発行の方
法により借入するもの
とし、工事又は財政の
都合により起債の全額
又は一部を翌年度に繰
延べて借入することが
できるものとする。

償 還 の 方 法利 率起 債 の 方 法
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令和8年3月5日提出
大分市長　足立　信也




